
第５次総合計画　前期基本計画　：　平成28年度～令和2年度

R1
実績値

R2
実績値

前年度までの課題 今年度の取り組み（成果、効果） 次年度以降に改善すべき課題

64.8 78.8 ➚

34.5 44.4 ➚

①30.7 ①32.3 ①33.2

②10 ②7 ②15

19.5 24.5 ➚

25.7 36.3 ➚

①16,087 ①1,234 ①19,400

②237 ②255 ②260

令和２年度施策評価　総括表

   基本目標３ 誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち

施策コード/施策名
施策における総括

妊娠・出産期におけ
る支援が充実してい
ると思う町民の割合
(％)

元気な高齢者が活躍
する場があると思う町
民の割合(％)

3-2-2

子どもの健やかな成長
を支える支援の充実

3-3-1

元気高齢者の活躍を促す
環境づくりの推進

②ゆうゆうサロンボラ
ンティア登録者数(人/
年)

①93.3

Ｈ27
当初値

①13.4①20.7

運動や食事など自分
の健康に気をつけて
いる町民の割合(％)

子育て環境が整って
いると思う町民の割
合(％)

①ファミリー・サポート
事業の全会員数に対
するまかせて会員数
の割合(％)

実感指標

客観指標

3-1-1

健やかでいきいき暮らす
健康づくりの推進

3-2-1

安心して子育てできる
環境づくりの推進

①92.8

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、
健診の受診控えによる健診受診率の低迷や疾
患の重症化等が予想される。集団健診での感染
予防対策の徹底はもちろんのこと、受診しやす
い環境づくりや未受診者対策への取り組みを強
化していく必要がある。
新型コロナワクチン接種事業では、国からのワ
クチン供給量が不透明であるなかで、町内医療
機関の協力だけでは十分な接種計画を立てるこ
とが難しく、問診医の確保が課題である。また全
国的なワクチン接種の推進であるため、マイナ
ンバーを活用したシステム等複数のシステムの
データ連携が不可欠であり、安全で適正なシス
テム管理が必要とされる。

③進んではい
るが、スピード
が遅い。

①100

②地域の公民館等に
おける親子サロンの
開設数(か所)

町立保育所及び幼稚園では、感染症対策の消
毒液の購入や空気清浄機の設置を行うととも
に、私立保育所等に対しては感染症対策の補
助金を支給した。保育士の求人サイトにて保育
士募集を行ったものの、保育士不足の解消には
至らなかった。老朽化した施設の営繕管理に努
めるとともに、中央保育所の建替を検討し決定し
た。かよいちょう保育園の開所により、待機児童
数を減少させることができた。

新たに保育士就職セミナーを開催し、保育士確
保に努める。園庭に新設する中央保育所の建替
と、西幼稚園の長寿命化を行うための設計を実
施するとともに、改修等の必要な箇所の営繕に
努める。
こども館では、児童虐待等の発生を防ぐために
関係機関との連携を強化するとともに、新型コロ
ナウイルスの感染防止対策を徹底し、多くの幅
広い年代の子どもたちが来館し参加できるよう
な内容の充実を図っていく。

特定健診では、定期通院中の方や40～50代の
健診未受診者が多く、更に個々に合わせた勧奨
の工夫や、受けやすい健診の環境づくりが課
題。また、生活改善や重症化予防を目的とした
保健指導の強化を図る必要がある。健康意識の
向上については、若い世代からの健康教育や啓
発が重要であるため、新型コロナウイルス感染
症の感染予防対策を徹底し、様々な工夫を講じ
て実施していく必要がある。感染症予防では、引
き続き新型コロナウイルス感染症に関する正し
い情報の発信とともに、10月から開始のロタウイ
ルス予防接種に向けて、わかりやすい周知を徹
底する。

新型コロナウイルス感染症の感染対策を徹底し
ながら健診事業を実施し、個別医療機関での受
診勧奨やWeb予約の導入などにより、大幅な受
診率の減少は抑えることができた。また、ロタウ
イルスを含む定期接種の啓発を行い新型コロナ
ウイルス感染症による接種控えを防いだ。
新型コロナウイルスワクチン接種事業では、全
町民を対象とするため、全庁的な組織体制をつ
くり、令和2年度中に広報やコールセンターを設
置し、接種に関する問合せなどの対応、また町
内医療機関との協力体制を進めることができ
た。

①35.0

施策実現への
取り組み

施策実現への
進捗状況

②取り組まれ
ているが、まだ
改善の余地が
ある。

R2
目標値

①胃がん検診の受診
率(％)

②計画どおり
順調に進んで
いる。

③進んではい
るが、スピード
が遅い。

発達相談を担当する専門職の相談員の雇用に
ついて、雇用条件等を見直し、応募者を増やす
ことが必要。重要な乳幼児健診の機会は今後も
確保する必要があるが、変異株の出現等で集団
健診に不安を感じる保護者も多いと思われるた
め、今後も徹底した感染予防対策を行いながら
来所者が安心して受診できる環境づくりを行わ
なければならない。

新型コロナウイルスの影響により、老人クラブの
趣味・健康活動や新規会員獲得の為の勧誘活
動が十分に行えなかった。また、シルバー人材
センターの会員数は微増しているが、老人クラブ
の会員数は減少している。ゆうゆうサロンは新
型コロナの影響で1年を通じた活動を行うことが
できなかった。休止中はボランティアや指導員に
よる電話や訪問、手紙の送付を行った。

②取り組まれ
ているが、まだ
改善の余地が
ある。

行政区主催の敬老会、シルバー人材センター及
び老人クラブへ補助金を支給し、活動の活性化
を図る。シルバー人材センターや老人クラブの加
入者が増えるように、補助金を支給するだけにと
どまらず、啓発活動にも力をいれていく。ゆうゆ
うサロンについては、コロナ以降の参加者の減
少や体力の低下に備えた内容を考慮して実施
する。

②計画どおり
順調に進んで
いる。

②取り組まれ
ているが、まだ
改善の余地が
ある。

発達に関する住民ニーズは継続して高く、相談
者の悩みに出来るだけ早く対応できるよう、相談
員の増員を図る必要がある。また新型コロナウ
イルスの感染状況により、今後も事業の縮小実
施や延期、中止などが発生すれば、個別対応や
ホームページでの情報発信など、育児不安や虐
待に繋がらないよう、様々な工夫や対策を講じ
る必要がある。

仲原保育所・中央保育所など、老朽化している
施設の建替えについて検討を進め、安心安全な
保育環境の整備に努める。それに伴い、今後の
保育所、園児の減少が続いている幼稚園の在り
方の検討。また、保育内容の充実と、園児の健
やかな育ちのために不足する保育士確保。子育
て中の保護者へ、様々な子育て支援サービスの
情報を周知していく方法の検討。新型コロナウイ
ルス感染症対策の更なる徹底をおこない、園児
の感染防止に努める必要がある。

②取り組まれ
ているが、まだ
改善の余地が
ある。

発達相談に関して、相談員を増員する体制は整
えたが、専門職の採用希望が少なく、相談員不
足の状況が続いた。緊急事態宣言中は乳幼児
健診や療育事業を中止せざるを得なかったが、
振替健診や感染予防対策の徹底による事業再
開、ホームページを利用した育児支援を行った。
新型コロナウイルス感染症に係る経済対策とし
てかすやっ子応援事業を実施した。

老人クラブやシルバー人材センターの活動の活
性化を図り、高齢者が元気に地域で社会参加で
きる機会を持つよう支援していく。
ゆうゆうサロンでは、新たな参加者の開拓やボ
ランティアの担い手が不足しているため、広報等
を通じて啓発が必要である。

①２歳児歯科健診受
診率(％)

①ゆうゆうサロン参加
高齢者数(人/年)



第５次総合計画　前期基本計画　：　平成28年度～令和2年度

R1
実績値

R2
実績値

前年度までの課題 今年度の取り組み（成果、効果） 次年度以降に改善すべき課題

令和２年度施策評価　総括表

   基本目標３ 誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち

施策コード/施策名
施策における総括

Ｈ27
当初値

実感指標

客観指標

施策実現への
取り組み

施策実現への
進捗状況

R2
目標値

18.5 28.3 ➚

①23 ①99 ①150

②14.6 ②15.35 ②15.1

14.9 18.7 ➚

11.1 17.8 ➚

20.8 38.0 ➚

31.1 33.8 ➚

3-5-1

人権と平和を尊重し合う
地域社会の確立

障がい福祉計画・障がい児福祉計画について
は、障害福祉計画策定協議会を経て、国の動向
や町の現状を踏まえて新たな計画を策定した。
障がい児者の緊急受入の仕組みについては、
糟屋中南部障害者（児）自立支援協議会におい
て協議を重ね、受入先の事業所向けの説明会
の開催、実施要綱の制定等の準備を行った。

自殺対策計画については、新型コロナウイルス
感染症を踏まえたものにすることで、コロナ禍に
即した対策を行う。障がい児者の緊急受入につ
いて、受入の契約の可能性がある事業所と協議
し、現行の仕組みについて改善を行い契約締結
に努める。①地域活動支援セン

ターの利用者数(人/
年)

①3,302 ①5,100

3-4-1

生きがいを感じ社会参加
を促す環境づくりの推進

障がい者が地域や社
会の中でともに暮ら
せていると思う町民
の割合(％)

①障がい者(児)の
サービス利用者数(人
/年)

①12,504

3-4-2

地域で安心して暮らせる
環境づくりの推進

①8,000

一人暮らし高齢者が地域から孤立することなく、
住み慣れた環境で安心して暮らせるような支援
体制を構築する。認知症については、認知症に
特化したサポートチームのチームオレンジの立
ち上げ、成年後見制度については、利用の促進
に向け、中核機関の設置を国より求められてい
る。今後の新型コロナの感染拡大状況によって
は介護予防教室などの事業が中止になることが
予想されるため、普段の生活の中で実施できる
運動など介護予防の啓発を行う必要がある。地
域包括支援センターに必須である主任ケアマネ
ジャやその他専門職の欠員がないように雇用条
件など関係課と協議する必要がある。

②取り組まれ
ているが、まだ
改善の余地が
ある。

認知症高齢者等行方不明SOSネットワーク事業
及び認知症高齢者等個人賠償責任保険事業
は、在宅の者が対象であるため、登録者数が一
定数となり横ばいとなっていると考えられる。（認
知症が重度になると施設入所する場合が多いた
め）成年後見制度の申立てに関する支援件数は
やや増加傾向にあり、職員教育に関しても力を
入れていく必要がある。地域包括支援センター
における介護予防教室やサポーター養成講座
は、新型コロナによる影響で、事業を縮小せざる
を得なかった。
新型コロナウイルス感染症に係る経済対策とし
てシニア世代応援事業を実施した。

③進んではい
るが、スピード
が遅い。

②取り組まれ
ているが、まだ
改善の余地が
ある。

③進んではい
るが、スピード
が遅い。

令和2年度末で現在の障がい福祉・障がい児福
祉計画が期間の満了を迎えるため、現計画の評
価並びに新たな計画の策定が必要。また、障が
い児者の親亡き後を見据えた緊急時受入れに
ついての仕組みづくりが必要。

一人ひとりの人権が
尊重されていると思う
町民の割合(％)

サポーター養成講座の受講者が減少している。
利用希望者がいてもサポーターがおらずマッチ
ングができないケースがあった。また、認知症の
担当者（会計年度任用職員）が退職により固定
できず、認知症に対する見守り体制の充実や認
知症の啓発事業を強化が目標であったが入れ
替わりが激しくできていない。

②取り組まれ
ているが、まだ
改善の余地が
ある。

②計画どおり
順調に進んで
いる。

今後も障がい福祉サービス給付費の増加が見
込まれるため、事業所から適正にサービスの請
求がされるように、積極的に計画相談支援事業
所に対する情報提供が必要となる。また障がい
者が利用できるサービス情報を確認できるよう
に、ホームページ等でわかりやすい周知が必
要。

65歳以上のサービス費支給の適正化を行った
ほか、サービス内容やサービス支給量の厳格な
審査を行い、適正な給付費の支払いとなるよう
努めた。障がい者が必要な在宅福祉サービスを
利用できるよう、配布資料の内容を見直し、より
詳しくわかりやすいものに改善を行った。医療費
請求内容について、請求誤りのチェックを行うこ
とが効率的にできるシステムの構築を行った。

希望するサービスの内容や支給量が適切であ
るか、サービス等利用計画の内容の精査や本
人や家族より聞き取りを行い、適切なサービス
決定に努める。

②取り組まれ
ているが、まだ
改善の余地が
ある。

3-5-2

ともに支え合う地域福祉
の推進と社会保障制度

の運営

障がい者に対する支
援が充実していると
思う町民の割合(％)

②計画どおり
順調に進んで
いる。

男女共同参画社会に向けての取組を通じて、町
民全体が人権問題を意識し、社会の中でそれぞ
れが個性を輝かせ、持てる力を存分に発揮でき
る社会を形成していく必要がある。また、重点事
項として、新型コロナウイルス感染症に起因する
差別事象が起こらないよう、正しい知識と情報の
啓発活動を図る。

粕屋町男女共同参画標語の募集や男女共同参
画オンライン講演会の開催等を行い、住民が男
女共同参画を身近なものとして捉え、理解できる
機会を作った。
コロナ禍の影響により、人権研修会は１分館の
みとなったが、職員の研修会は実施した。人権
擁護委員による人権相談も９回実施した。

女性リーダーの養成や男女平等教育、ＤＶ防止
など、重点的に取り組むべき課題が多岐の分野
にわたっているが、庁内の各部署と連携し、男
女共同参画について住民の理解や関心を高め
られるよう、工夫しながら啓発や取組を継続して
いく。新型コロナウイルス感染症に起因する差
別事象が起こらないよう、正しい知識と情報の啓
発活動を継続し、人権擁護委員と連携を図りな
がら、人権擁護と啓発活動を実施する。

町営住宅については施設の適切な維持管理に
努めるとともに、滞納者への督促・催告を定期的
に行うことで収納率の向上を目指す。国民健康
保険事業は税率を据え置いたことにより歳入不
足となったため、適正な税率設定を行い、医療
費適正化の取組を進めつつ赤字削減・解消を行
う必要がある。

①各種審議会の女性
の参加率(％)

①23.7 ①40.0

②取り組まれ
ているが、まだ
改善の余地が
ある。

③進んではい
るが、スピード
が遅い。

町営住宅については施設の適切な維持管理に
努めるとともに、滞納者への督促・催告を定期的
に行うことで収納率の向上を目指す。国民健康
保険の医療費の適正化のため、特定健診等の
保健事業の実施率の向上や、財政の安定化の
ために適切な税率等の検討を行う必要がある。

甲仲原団地バリアフリー化等工事を行い居住性
の向上を図った。亡くなられた方の保険や年金
等の手続きをまとめた粕屋町おくやみ手続きガ
イドの発行、ＬＩＮＥによる手続き案内など、制度
周知の手段を増やすことができた。特別定額給
付金、子育て世帯臨時特別給付金では迅速か
つ的確に給付対象者に給付を行った。

①国民健康保険税収
納率（現年度分）(％)

①97.41 ①92.00①89.93

困ったときの福祉相
談窓口を知っている
町民の割合(％)

①4,508

①4,570

①26.8

①介護予防サポー
ター数(人)

3-3-2

住み慣れた地域での生活
を支える支援の充実

②介護認定率(％)

高齢者に対する支援
が充実していると思う
町民の割合(％)


